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衆
議
院
議
員
島
�
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提
出
郵
政
民
営
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方
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す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

一
に
つ
い
て

「
郵
政
民
営
化
の
基
本
方
針
」
（
平
成
十
六
年
九
月
十
日
閣
議
決
定
。
以
下
「
基
本
方
針
」
と
い
う
。
）
に
お
い
て
は
、

郵
便
貯
金
会
社
及
び
郵
便
保
険
会
社
に
つ
い
て
、
経
営
の
自
由
度
の
拡
大
及
び
事
業
間
の
リ
ス
ク
遮
断
の
徹
底
の
観
点
か

ら
、
「
移
行
期
間
中
に
株
式
を
売
却
し
、
民
有
民
営
を
実
現
す
る
」
と
さ
れ
、
ま
た
、
郵
政
民
営
化
の
速
や
か
な
推
進
の
観

点
か
ら
、
「
移
行
期
は
遅
く
と
も
二
〇
一
七
年
三
月
末
ま
で
に
終
了
す
る
」
と
さ
れ
、
「
郵
便
貯
金
会
社
及
び
郵
便
保
険
会

社
は
、
遅
く
と
も
上
記
の
期
限
ま
で
に
最
終
的
な
枠
組
み
に
移
行
す
る
も
の
と
す
る
」
と
さ
れ
る
一
方
、
郵
便
貯
金
会
社
及

び
郵
便
保
険
会
社
の
株
式
の
売
却
に
つ
い
て
は
、
世
界
的
な
金
融
市
場
の
動
向
等
を
考
慮
す
べ
き
で
あ
る
と
の
観
点
か
ら
、

「
新
会
社
全
体
の
経
営
状
況
及
び
世
界
の
金
融
情
勢
等
の
動
向
の
レ
ビ
ュ
ー
」
を
行
う
と
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
株

式
の
売
却
を
検
討
す
る
時
点
で
、
具
体
的
に
判
断
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
。

政
府
と
し
て
は
、
基
本
方
針
に
示
さ
れ
た
以
上
の
よ
う
な
考
え
方
を
踏
ま
え
、
現
在
、
制
度
設
計
、
所
要
の
法
律
案
の
作

成
等
の
作
業
に
取
り
組
ん
で
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

二
及
び
三
に
つ
い
て

一



政
府
に
お
い
て
は
、
郵
政
民
営
化
に
関
す
る
所
要
の
法
律
案
を
次
期
通
常
国
会
に
提
出
す
る
た
め
、
そ
の
作
成
等
の
作
業

を
進
め
る
中
で
、
郵
便
貯
金
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
及
び
簡
易
生
命
保
険
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第

六
十
八
号
）
の
取
扱
い
や
郵
政
民
営
化
後
の
郵
便
貯
金
会
社
及
び
郵
便
保
険
会
社
に
対
す
る
監
督
権
限
に
つ
い
て
も
、
具
体

的
に
検
討
を
行
っ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
こ
れ
ら
に
つ
い
て
、
現
在
、
お
答
え
す
る
段
階
に
は
な
い
。

四
に
つ
い
て

政
府
に
お
い
て
は
、
お
尋
ね
の
「
官
業
と
し
て
の
特
典
」
の
試
算
は
行
っ
て
い
な
い
。

五
の
（
一
）
に
つ
い
て

日
本
郵
政
公
社
（
以
下
「
公
社
」
と
い
う
。
）
に
お
い
て
は
、
特
定
郵
便
局
の
建
物
又
は
土
地
（
以
下
「
建
物
等
」
と
い

う
。
）
の
借
入
れ
に
当
た
っ
て
賃
貸
人
が
特
定
郵
便
局
長
で
あ
る
か
否
か
は
一
切
考
慮
し
て
お
ら
ず
、
ま
た
、
そ
の
局
舎
の

用
に
供
す
る
建
物
等
を
借
り
入
れ
て
い
る
特
定
郵
便
局
（
以
下
「
借
入
特
定
郵
便
局
」
と
い
う
。
）
の
賃
貸
借
料
は
、
賃
貸

人
が
だ
れ
で
あ
る
か
に
か
か
わ
ら
ず
、
不
動
産
鑑
定
士
か
ら
適
切
な
も
の
と
い
う
意
見
を
受
け
て
い
る
算
出
基
準
に
基
づ
い

て
算
出
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
平
成
十
八
年
度
に
向
け
て
こ
の
算
出
基
準
の
見
直
し
の
検
討
は
し
て
い
る
が
、
借
入
特

定
郵
便
局
の
う
ち
建
物
等
の
賃
貸
人
が
当
該
借
入
特
定
郵
便
局
の
長
で
あ
る
も
の
の
比
率
及
び
借
入
特
定
郵
便
局
の
建
物
等

二



の
賃
貸
人
で
あ
る
当
該
借
入
特
定
郵
便
局
の
長
に
対
し
て
支
払
わ
れ
る
賃
貸
借
料
の
引
下
げ
を
目
的
と
し
た
取
組
の
実
施
は

予
定
し
て
い
な
い
。

五
の
（
二
）
に
つ
い
て

平
成
十
五
年
度
に
公
社
が
部
外
者
（
特
定
郵
便
局
長
に
採
用
さ
れ
る
前
に
公
社
の
役
員
若
し
く
は
職
員
又
は
旧
郵
政
省
若

し
く
は
総
務
省
（
郵
政
事
業
に
関
す
る
事
務
を
所
掌
す
る
部
局
又
は
機
関
に
限
る
。
）
若
し
く
は
旧
郵
政
事
業
庁
の
職
員
で

あ
っ
た
者
以
外
の
者
を
い
う
。
）
に
対
し
て
実
施
し
た
特
定
郵
便
局
長
の
採
用
の
た
め
の
選
考
に
係
る
筆
記
試
験
及
び
人
物

試
験
の
受
験
者
数
は
百
二
十
四
人
、
合
格
者
数
は
百
九
人
、
当
該
受
験
者
数
に
対
す
る
合
格
者
数
の
比
率
は
八
十
七
・
九
パ

ー
セ
ン
ト
で
あ
る
が
、
公
社
に
お
い
て
は
、
平
成
十
六
年
十
月
二
十
五
日
に
内
部
規
程
の
改
正
を
行
い
、
お
尋
ね
の
特
定
郵

便
局
長
の
採
用
の
方
法
に
つ
い
て
、
こ
れ
を
変
更
し
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
変
更
後
の
採
用
の
方
法
で
は
、
公
社
は
、
常
時
、

特
定
郵
便
局
長
と
し
て
採
用
さ
れ
る
こ
と
を
希
望
す
る
者
（
以
下
「
採
用
希
望
者
」
と
い
う
。
）
か
ら
そ
の
希
望
を
全
国
の

支
社
で
受
け
付
け
、
当
該
採
用
希
望
者
が
採
用
を
希
望
す
る
地
域
内
で
欠
員
が
発
生
し
た
と
き
に
当
該
地
域
の
採
用
希
望
者

を
対
象
に
、
教
養
試
験
、
論
文
試
験
、
人
物
試
験
及
び
実
地
試
験
を
行
い
、
こ
れ
ら
の
試
験
の
結
果
に
基
づ
き
合
格
者
を
決

定
す
る
こ
と
と
し
て
お
り
、
ま
た
、
公
社
で
は
、
こ
の
採
用
の
方
法
の
概
要
に
つ
い
て
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
に
よ
り
、
広
く

三



周
知
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
公
社
に
お
い
て
は
、
現
段
階
に
お
い
て
、
特
定
郵
便
局
長
の
採
用
の
方
法
に
つ
い
て
、
更

に
変
更
を
行
う
こ
と
は
予
定
し
て
い
な
い
。

四


